--------------------------
教育委員会規則
--------------------------
高知県立高知青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年３月　日
高知県教育委員会委員長　小島　一久
高知県教育委員会規則第　号
高知県立高知青少年の家の設置及び管理に関する条例施
行規則の一部を改正する規則
高知県立高知青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則（平成17年高知県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項中「規定により青少年の家」を「許可施設（同項に規定する許可施設をいう。以下同じ。）」に改め、同条第３項中「青少年の家」を「許可施設」に、「行わなければ」を「これをしなければ」に改め、同項ただし書中「第４条、第５条ただし書」を「第４条第１項から第３項まで、第５条ただし書、第８条第１項第１号」に改める。
第４条の見出し中「許可の変更等」を「取消しの届出等」に改め、同条第２項を次のように改める。
２　利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、当該許可施設の利用を取り消すときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
第４条に次の２項を加える。
３　条例第５条第１項の許可施設の利用の変更の許可（以下「利用の変更の許可」という。）を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が定める利用変更許可申請書を提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、口頭により申請をすることができる。
４　利用者は、前項の規定により利用の変更の許可の申請をする場合において、前条第１項の規定により利用許可書の交付を受けているときは、当該利用許可書を提出しなければならない。
第６条中「利用の許可を受けた者」を「利用者」に改める。
第７条第２項を同条第５項とし、同条第１項を同条第４項とし、同条に第１項から第３項までとして次の３項を加える。
条例第８条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除する必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[bookmark: at2cl1it1](１)　県又は教育委員会が主催する行事のために許可施設を利用する場合
[bookmark: at2cl1it2][bookmark: at2cl1it3](２)　青少年（25歳未満の者をいう。）が学校行事、クラブ活動その他の自主的な活動のために許可施設を利用する場合
(３)　利用者のうち身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者が占める割合が５割を超える場合
[bookmark: at2cl2]２　教育委員会は、あらかじめ登録した社会教育団体等が許可施設を利用する場合は、条例第８条の規定に基づき使用料の２分の１に相当する額を減額することができる。
[bookmark: at2cl3]３　前２項に定める場合のほか、条例第８条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除する必要があると認める場合は、教育委員会が別に定める。
第８条第２項を同条第３項とし、同条第１項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。
条例第９条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合は次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該還付する額は当該各号に定める額とする。
(１)　指定管理者の都合により利用の許可又は利用の変更の許可を取り消した場合　既納又は過納となる使用料の額に相当する額
(２)　災害その他の不可抗力により許可施設を利用することができなくなった場合　既納又は過納となる使用料の額に相当する額
(３)　利用の取消しの届出又は利用の変更の許可の申請が当該利用を開始する日の前日までにあった場合　既納又は過納となる使用料の額に相当する額
第９条中「青少年の家を利用する者」を「利用者」に、「青少年の家の施設」を「許可施設」に改める。
第10条第５号中「附属設備、備品等」を「設備等（備品を含む。以下同じ。）」に改め、同条第６号中「建物その他の工作物を汚損し、又は」を「青少年の家の施設、設備等を汚損し、損傷し、又は汚損し、若しくは」に改める。
第12条中「設備、備品等」を「設備等」に改める。
第13条第２項第１号中「に規定する」を「に掲げる」に改め、同項第４号中「及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す」を「の前事業年度及び前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を明らかにする」に改める。
第14条の見出しを「（雑則）」に改め、同条中「高知県教育長が」を「高知県教育長が、又は指定管理者が教育委員会の承認を得て」に改め、同条を第15条とする。
第13条の次に次の１条を加える。
（指定管理者に係る変更届出事項）
[bookmark: at16cl1]第14条　条例第14条第２項の教育委員会規則で定める事項は、指定管理者の代表者の氏名とする。
別記第３号様式中「第７条第１項」を「第７条第４項」に、
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に改め、同様式注を次のように改める。
注　※印欄は、記入しないでください。
別記第５号様式中「第８条第１項」を「第８条第２項」に改め、同様式注を次のように改める。
注　※印欄は、記入しないでください。
別記第７号様式中「に規定する」を「に掲げる」に、「及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す」を「の前事業年度及び前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を明らかにする」に改める。
附　則
この規則は、平成26年４月１日から施行する。
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